
佐世保市役所 長寿社会課

認知症になってからも、希望
を持って暮らせるまちづくり

～佐世保市の認知症施策について～
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はじめに…

皆さんにとって、「認知症」は
どういうイメージですか？？



自分には関係ない
治らないから病院に
行っても仕方がない

介護が大変だ

施設に入れないと自分はなりたくない 家族にはなってほしくない

こんなイメージがまだまだ多い？



共生社会の実現を推進するための認知症基本法

目的：認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことがで
きるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する

ポイント・・・７つの基本理念に基づき認知症施策を国・地方が一体となって取り組む！

2024.1.1施行

1.基本的人権

2.正しい知識と理解の普及

3.認知症の人にとっての障壁の除去と意見表明する機会の提供

4.切れ目のないサービス提供

5.認知症の人や家族等への支援

6.認知症に関する研究等の推進

7.各関連分野の総合的な取り組み



新しい認知症観

認知症になると何もできなくなるという考えではな
く、認知症になってもできること・やりたいことがあ
り、地域で仲間等とともに、希望をもって暮らすこ
とができるという考え方。

認知症施策推進基本計画
に目標が掲げてあります

♢何もできなくなる、といったこれまでの考え方を、新しい
認知症観に変えることが、すべての取組の出発点です。

♢地域で暮らす全ての人と新しい認知症観をともにはぐく
んでいきましょう。





佐世保市の現状

•佐世保市総人口 230,226人

• 65歳以上人口  77,641人

•介護保険認定者数 15,051人      

•認知症高齢者数 9,655人
（＊佐世保市総人口：令和6年10月1日現在）

（＊６５歳以上人口・介護保険認定者数：令和6年10月1日現在）

（＊認知症高齢者：令和6年10月１日現在)

介護保険認定者の約６割が認知症

高齢化率
33.2％

介護認定者に対
する比率

63.6％



佐世保市の認知症施策について



２００４年 「痴呆症」から「認知症」へ

２００５年 「認知症を知り地域をつくる１０カ年」構想

２０１２年 オレンジプラン

２０１３年 新オレンジプラン

２０１９年 認知症施策推進大綱

２０２4年 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行

 認知症施策推進基本計画（Ｒ6.12.3）

認知症に関する施策の歴史



認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

[新オレンジプラン]とは
平成24年9月に公表された「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」
（平成25年度～29年度までの計画）をより認知症施策を加速させるための戦
略を練り込み修正したもの。オレンジプランから引き継ぎ、改変した７つの柱で構
成している。オレンジプランは厚生労働省内で策定したのに対して、新オレンジプ
ランは関係省庁が共同して策定し、認知症の人の生活全般に及んでいることが
特徴。

～７つの柱～

１．認知症の理解を深めるための普及・啓発の促進
２．認知症の容体に応じた適宜・適切な医療・介護等の提供
３．若年性認知症施策の強化
４．認知症の方の介護者への支援
５．認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、
  介護モデル等の研究開発及びその成果の普及促進。
６．認知症の方やその家族の視点の重視
７．認知症の方を含む高齢者にやさしい地域づくり



認知症施策推進大綱

【基本的考え方】

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって
日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の
視点を重視しながら、「共生」と「予防」を両輪として施策
を推進

令和元年閣議決定

１．普及啓発・本人発信支援
２．予防
３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・
社会参加支援

５．研究開発・産業促進・国際展開













認知症サポーターの養成

●認知症サポーター数（累計）

・全国・・・・計約160万人

・佐世保・・・計24，201人

（うちキャラバン・メイト数 379人）

●佐世保市認知症支援ボランティアの会

「グループ・おれんじ」発足

●今後は認知症サポーターが認知症の人や

その家族を支援する仕組み

「チームオレンジ」を作っていく→後程説明

認知症サポーターとは、認知症についての正しい知識と理解をもち、地域や職域で認知症の人やその家族に対してでき
る範囲で手助けをする人です。約90分の講義を受けていただくことで誰でも認知症サポーターになることができます。

[令和7年3月末現在]

[令和7年3月末現在]

佐世保市総人口に
占める割合
約10％

〇申込み・お問い合わせ

佐世保市福祉活動プラザ
ＴＥＬ 0956-23-0018



認知症地域支援推進員の配置

新オレンジプラン2つ目の柱「認知症の容態に応じた適時・適切な医療・
介護等の提供」にて定められており、医療機関や介護サービス及び地域の支
援機関の連携の支援や認知症の人やその家族等への相談支援を行うことを
目的としています。

平成30年度よりすべての市町村において配置が義務付けられました。
本市においては、平成22年度より配置し、
令和７年度現在４名の推進員を配置しています。



認知症地域支援推進員



認知症ケアパスの作成・普及

認知症ケアパスとは、認知症の人やその家族が地域で安心して暮らしていけるように、認知症
の進行に合わせて受けられる相談機関や支援サービス等を表したものです。



認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域
のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関
わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向け
た支援体制を構築することを目的としています。

■認知症初期集中支援チームとは

複数の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、ア
セスメント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的（おおむね６ケ月）に行い、
自立生活のサポートを行うチームのこと。

■複数の専門職…

認知症サポート医と認知症関連の専門職（保健師、看護師、作業療法士、 精神保健福
祉士、社会福祉士、 介護福祉士等）

認知症初期集中支援推進事業



[対象者]
本市在住４０歳以上の在宅で生活する、認知症もしくは認知症が疑
われる方で、適切な医療や介護サービスに繋がっておらず、必要
チェックリストに該当しているケースで、長寿社会課の他の事業で対
応しても困難なケースであると市が認めた方としています。

現在、本市に認知症初期集中支援チームの設置は一つ。

平成29年4月より長寿社会課へ設置しています。



佐世保市認知症高齢者見守り支援事業

在宅で生活されている認知症の方で、「外出先
で道に迷うことがある」「警察に保護された」
等、行方不明になる恐れのある方について、名
前や特徴、写真等の情報をあらかじめ登録し、
お住いの地域で登録者を見守り、認知症高齢
者の安全と家族等への支援を図るものです。

登録された場合は、佐世保市内の９つの地域包括支援セン
ター、4つの警察署に加え、お住いの地区を担当する民生委
員ならびに担当ケアマネジャーに「見守り願い（写真付き情
報提供書）」を配布し、見守りの体制を構築します。



②位置探索システム専用端
末機（ＧＰＳ）
小型の位置探索システム専用
端末機をご家族が認知症の高
齢者の方に持たせることで、居
場所がわかるシステムです
〈対象〉おおむね65歳以上の
方で認知症により行方不明に
なる可能性がある高齢者を在
宅で介護している家族

①認知症高齢者見守りシール
認知症で行方不明になる可能
性のある高齢の衣服等につける
シールをご希望の方に無料で配
布します

徘徊高齢者家族支援サービス

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です



令和２年度から

「物忘れ相談プログラム」を開始しました

目  的：認知症の方の早期発見・医療機関へのつなぎ・認知症予防に努める

実施方法：長寿社会課にて、地域のサロン（通いの場）に出向き実施、イベントへの参加

認知症の早期発見・早期対応事業

アルツハイマー型認知症の
スクリーニング検査



物忘れ相談プログラム

タブレットで簡単な質問に
答えていきます
時間は5～10分ほど



脳活教室

目的

高齢者が認知症の予防に努め、認知症になることを遅らせたり、認知症
になっても進行を緩やかにする

内容

認知症予防に効果のあるプログラム

①運動プログラム（有酸素運動、筋力運動）

②座学プログラム（認知症や予防方法）

③知的活動プログラム（認知機能を刺激するお手玉やゲームなど）



令和３年度から

「チームオレンジ」の構築に向け取り組んでいます

認知症バリアフリーの推進
地域支援体制の強化

「チームオレンジ」とは、認知症サポーターがステップアップ講座を受
講し、地域において、認知症の人や家族への支援を行う仕組みのこと



厚生労働省ホームページより



チームオレンジでやりたいこと

①気づきからつながる見守り・声掛け

②外出・社会参加といった地域等とのつながりへの支援

③認知症本人のいきがい支援

佐世保市で考えるチームオレンジ

認知症の方本人が
主役！



チームオレンジに期待できること

①認知症当事者が、チームの一員として活動できる。

②ちょっとした「見守り」「声かけ」支援につながる。

③認知症の改善や認知症進行予防につながる。

④チームオレンジコーディネーターが中心となり、認知症当事者の

理解の上でかかわるので、チームオレンジサポーターも安心して活

動ができる。

⑤医療・介護の専門職、職域関係者など、多職種が関わることで、

学びや刺激につながり、新しい活動や支援につながる。

チームとして活動するところが、
チームオレンジの強み！



•令和３年度から「本人ミーティング」を開始

目的：認知症の人本人同士が主になり、自らの体験や希望・自分たちの
 これからのこと・地域の在り方について一緒に話し合うこと

普及啓発・本人発信支援

将来的には、認知症の人本人の視点を認知症施策の企
画・立案・評価に反映したいと考えています。



～参加者の声～

・自分が作ったチラシを、自分が
利用するスーパーで見たいな！

・公共機関の予防ポスターを
作ってみたいな！

・人の役に立つことがしたい！



・認知症疾患医療センターとの連携

・認知症支援ネットワーク会議

・認知症対策検討会

・認知症カフェ支援

・家族会との連携

・運転免許返納後の支援

・普及・啓発活動 等

その他、認知症に関する事業について



認知症カフェ

認知症カフェとは、認知症の人や家族、地域住民、医療や介護の専門職、認知症
について関心がある人など誰もが気軽に集まり、安心して交流を楽しむ場です。

佐世保市内の認知症カフェ 場所 開催回数

おれんじカフェ 栄町 １回/月

西風カフェ 船越町 １回/月

陽だまりcafe 保立町 1回/月

薬局カフェinふじわら 藤原町 1回/奇数月

にじカフェ 下京町 1回/月

スマイルカフェ 江迎町 1回/月

MYカフェ 栄町 1回/月

愛みんなのカフェ 上本山 1回/偶数月

ほのぼのカフェ 横尾町 1回/月

大野包括コミュニティカフェ「灯寧庵」 瀬戸越2丁目 1回/月



認知症カフェはなぜ必要？

認知症の方が地域へ出かける場所がとても少ないという課題がある。そのため、認知症になるとそ
れまでの地域とのつながりが途切れ、閉じこもりがちになる方も少なくない。一人で悩まず、ふらっ
と立ち寄って、同じ立場の方々と認知症のことを気軽に話し合える場として、認知症カフェが求めら
れている。

「認知症」への誤解や偏見は、まだまだ多く見受けられる中で、“認知症になったら何もできなくな
る”と思われがちですが、そうでない。認知症カフェは、本人が自分の強みを活かしていきいきと輝
く場の一つ。認知症カフェでご本人と直接関わることで、地域への認知症の正しい理解を広げる近
道になる。

・地域における本人や家族の仲間づくり

・認知症の正しい理解を広げる



長崎県支部佐世保地区会（はなみずき会）

他の人の介護体験を聞いたり、自分の介護体験を話すことで、介護者の心の負担の軽減をはかっ
たり、介護のヒントが見つかる場となっています。

認知症の人と家族のつどい：毎月第4または第5火曜日

[時間]：午後1時30分～午後3時30分
[場所]：させぼ市民活動交流プラザ
[問い合わせ先]佐世保地区会代表：松尾文子

電話090-9583-9860

認知症の人と家族の会
1980年(昭和55年)1月20日、京都で「呆け老人をかかえる家族の会」という組織が日本に始めて誕生したのをきっかけに全国に広
まりました。現在は、全国47都道府県に支部があります。認知症の人及び家族等の交流を通して、認知症の理解を深め、認知症の人と
その家族への援助と福祉の向上を図ることを目的としています。



日時：申し込みに応じて随時対応

場所：佐世保市中央保健福祉センター

（すこやかプラザ）３階

※場所は希望に応じて可能な範囲で対応

介護者のこころの相談会

在宅で介護されている人が日頃の苦悩や悩みを話すことで心も体も元気
でいられるように、臨床心理士による個別に相談（約45分程度）を無料
で行なっています。事前予約が必要です。

⁇



薬局

チームオレンジ○○

かかりつけ医

地域包括支援センター

認知症カフェ

金融機関

商店街

コンビニスーパー

理美容

社協 ご本人、家族

コーディネーター

職域
サポーター

キッズ
サポーター

ケアマネ

介護保険サービス等

長寿社会課

認知症になってからも、希望を持って暮らせるまち 佐世保

認知症
サポーター

チームオレンジ
サポーター
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